
としま賃上げ促進支援金給付要綱 

(趣旨) 

第１条 令和７年１１月、重点支援地方交付金を拡充し、中小企業・小規模事業者の 

賃上げ環境の整備に向けた取り組みを強化することを目的とした総合経済対

策が閣議決定された。この決定を受けて、豊島区(以下「区」という)は、区内

の中小企業等が人手不足、物価高騰等の影響により厳しい経営を強いられ

ている状況の中、人材確保等のために賃上げを行う区内の中小企業等に対

し、予算の範囲内において、豊島区賃上げ促進支援金（以下「支援金」とい

う。）を給付する。 

２ 支援金の給付に関しては，この要綱に定めるもののほか，豊島区補助金

交付規則（昭和６１年規則第５９号。以下「規則」という。）の定めるところによ

る。 

(定義) 

第２条 この要綱において「中小企業等」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５ 

４号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する者を除く。 

(1) 発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業

（中小企業者以外の企業をいう。以下この項において同じ。）が所有して

いる中小企業等  

(2) 発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有

している中小企業等 

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占

めている中小企業等 

２ この要綱において「賃上げ」とは、中小企業等が雇用する従業員の基本給

単価を、賃上げ前後の基本給単価の差額を賃上げ前の基本給単価の額で除

して算定する賃上げ率を３パーセント以上引き上げることをいう。 

３ この要綱において「基本給単価」とは、中小企業等が雇用する従業員に対

し支払うべき基本給（労働の対価として支払う賃金から、賞与及び各種手当

を除いたものをいう。）を算出するための単価であって、時間、日、週、月又は

年を単位とするものをいう。 

 



(支援金の給付対象事業者) 

第３条 支援金の給付の対象となる者（以下「給付対象事業者」という。）は、次の各 

号のいずれにも該当する中小企業等とする。 

(1) 住民税、その他の税金を滞納していないこと。 

(2) 個人事業主にあっては、申請時点で主たる事業所が区内にあること。 

(3) 法人にあっては、申請時点で主たる事業所と本店登記地が区内にあるこ

と。 

(4) 令和８年度に支援金その他賃上げを目的とした公的給付を受けていない

こと。 

(5) 宗教活動又は政治活動に係る事業を行っていないこと。 

(6) 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行

っていないこと。 

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第５項から第１０項までに定める営業を行っていないこと。 

(8) 豊島区暴力団排除条例（平成２３年条例第２６号）第２条第２号に規定す

る暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）でないこと又はその役員及び

従業員のうちに暴力団員等のないこと。 

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員等、豊島区暴力団排除条

例（平成２３年条例第２６号）第２条第３号に規定する暴力団関係者と取引

関係のないこと。 

（支援金の給付要件） 

第４条 区は、令和８年４月１日から同年１２月１５日の間に、当該賃上げ後の基本給 

単価を使用して計算された最初の賃金を支給した区内の中小企業等に対し、

支援金を給付するものとする。 

２ 第１項に規定する賃上げの対象となる従業員は、週２０時間以上の勤務を

常態としている従業員でなければならない。 

３ 第１項に規定する賃上げの対象となる従業員は、雇用保険法(昭和４９年

法律第１１６号)に基づく雇用保険の被保険者でなければならない。 

４ 第１項に規定する賃上げの対象となる従業員には、役員等は含まない。 

５ 第１項に規定する賃上げの対象となる従業員は、令和７年１１月２１日以前

から雇用されている従業員に限る。 

（支援金の額等） 

第５条 支援金の額等は前条第１項の対象従業員につき５万円とし、その上限は第３ 

条に定める給付対象事業者につき５０万円とする。 



（給付の申請） 

第６条 支援金の給付を受けようとする給付対象事業者は、豊島区長（以下、区長） 

が別に定める受付期間の末日までに、豊島区賃上げ促進支援金給付申請書

兼請求書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければ

ならない。 

(1) 賃上げ率算定表（様式第２号） 

(2) 対象従業員に係る労働条件通知書又は雇用契約書等の写し 

(3) 対象従業員に係る令和 8年分賃金台帳の写し 

(4) 対象従業員に係る直近の令和 7年分賃金台帳の写し、またはその他前

年の１月から１２月の期間に支払った給与が分かる書類の写し 

(5) 誓約書（様式第３号） 

(6) 住民税を滞納していないことを証する書類 

(7) その他区長が必要と認める書類 

（給付の制限） 

第７条 同一事業者に対する当支援金の給付は、１回に限る。 

（給付の決定） 

第８条 区長は、前条の給付申請書兼請求書の提出があった場合は、その内容を 

審査し、適当と認めたときは、区長が別に定める受付期間後に、必要な条件

を付して支援金の給付を決定するものとする。ただし、当該受付期間におけ

る給付申請額の合計が予算の範囲を超えるときは、当該受付期間の終了の

前に、受付を打ち切ることができる。 

２ 区長は、前項の規定により支援金の給付を決定したときは、給付対象事業

者にその旨を豊島区賃上げ促進支援金給付決定通知書（様式第４号）により

通知し、通知後は、速やかに支援金を給付するものとする。  

（返還等） 

第９条 区長は、前条第１項の規定による給付の決定を受けた給付対象事業者（以下 

「給付事業者」という。）が、虚偽その他不正な申請により支援金の給付を 

受けたときは、当該支援金に係る給付の決定を取り消し、既に給付した支援

金の返還を命じることができる。 

２ 給付事業者は，前項の規定により返還すべき奨励金があるときは，規則第

１９条の規定により加算金及び延滞金を支払わなければならない。 

 



（公表） 

第１０条 区長は、給付事業者に、前条第１項の規定により支援金の返還を命じたとき 

は、当該給付事業者の事業者名、申請内容等の情報を公表することができ 

る。 

（関係書類の保管等） 

第１１条 給付事業者は、支援金に関する証拠書類を、第７条の規定による給付の 

決定を受けた日が属する年度の翌年度から起算して５年間、区長から求め 

があったときは、いつでも確認できるよう保存しておかなければならない。 

（調査） 

第１２条 区長は、この要綱の施行に必要な限度において、給付対象事業者の申請の 

内容等について調査を行うことができる。 

（その他）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、産業観光部長が別に定め

る。 

付則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

付則 

この要綱は、令和 8年 4月 20日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 



 





 


